
　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費

税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるも

のとされています。

　また、令和元年10月1日より消費税が8％から10％に引き上げられたことに伴う地方消費税増

収分についても、社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。

　令和元年度筑前町一般会計決算における、社会保障施策関連経費への充当状況については

次のとおりです。

（歳入） 　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 214,870 千円

（歳出） 単位：千円

高齢者福祉事業 148,376 1,873 45,195 101,308 12,532

児童福祉事業 1,382,823 860,001 144,505 378,317 46,797

障害者福祉事業 772,041 548,099 17,541 206,401 25,531

母子父子福祉事業 20,029 8,869 2,921 8,239 1,019

社会福祉事業 100,190 9,359 857 89,974 11,130

小計 2,423,459 1,428,201 211,019 784,239 97,009

国民健康保険事業 219,034 124,738 0 94,296 11,664

介護保険事業 233,785 0 0 233,785 28,919

後期高齢者医療事業 490,626 66,647 0 423,979 52,445

小計 943,445 191,385 0 752,060 93,028

救急医療体制整備事業 45,189 0 36 45,153 5,585

疾病予防事業 102,327 0 2,026 100,301 12,407

健康増進事業 55,300 0 0 55,300 6,840

小計 202,816 0 2,062 200,754 24,833

3,569,720 1,619,586 213,081 1,737,053 214,870
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令和元年度決算　地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額一覧
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